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令和４年８月２４日（臨時会） 

開議 午後 １時００分 

 

○議長 星 正彦君 

只今から、令和４年第４回鞍手町議会臨時会を開会します。 

今期臨時会において、田中会計課長が休職のため、欠席の届出が執行部よりありました

事をお知らせいたします。 

まず、町長より提出されております専決処分の報告、庁舎等建設事業 鞍手町庁舎等建設

地造成工事(１工区) 請負契約の変更(第２回)及び専決処分の報告、庁舎等建設事業 鞍手

町庁舎等建設地造成工事(２工区)請負契約の変更(第２回)をお手元のタブレット端末機に

送信していますのでご確認下さい。 
これより日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において５番議員 新谷 留

晴 議員及び６番議員 篠原 哲哉 議員を指名します。 

次に、日程第２ 会期の決定を議題とします。 

今期臨時会の会期は本日 1日間にしたいと思います。これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

よって会期は本日 1日間に決定しました。 

次に進みます。 

日程第３ 議案第３６号及び日程第４ 議案第３７号の２件を一括して議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（岡崎 邦博君） 

議長。 

○議長 星 正彦君 

 町長。 

○町長（岡崎 邦博君） 

日程第３ 議案第３６号及び日程第４ 議案第３７号の２件につきまして、一括して提

案説明を申し上げます。 

日程第３ 議案第３６号は、鞍手町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の一部を改正する条例であります。 

本議案は、最近における物価の変動等に鑑み、選挙公営に係る公費負担限度額の引き上

げ等を内容とする、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、条

例の一部について所要の改正を行うものであります。 

 次に、日程第４ 議案第３７号は、鞍手町職員の育児休業等に関する条例の一部を改 
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正する条例であります。 

 本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律等の条例の一部が改正される事に

伴い、条例の一部について所要の改正を行うものであります。 

以上が、日程第３ 議案第３６号及び日程第４ 議案第３７号の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（星 正彦君） 

これから質疑を行います。 

議案第３６号について、質疑ありませんか。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

田中議員。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

今回の条例改正に伴いまして、私の方で確認した金額等がありますので、それを申し上げ

ますのでもし、その金額等が間違っていたらご指摘をいただきたいと思います。 

まず、ポスター作成に関しては 1枚当たり１６０円の増額。 

これが４０ヶ所というふうに理解をしておりますので増額は６，４００円。 

それから選挙カーについては、1日当たり３００円の増額の５日間で１，５００円。 

それから燃料費としては、1日当たり１４０円の増額が５日間で７００円。 

1人当たりの増額は、トータルとして８，６００円。というふうに理解をしましたけども、

この理解で間違いないかどうか。 

○税務住民課長（石田 克君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

税務住民課長。 

○税務住民課長（石田 克君） 

お答えをいたします。ただいま議員さんの言われたとおり単価の改定についてはその通

りでございます。以上です。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

田中議員。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

それと今回の政令で変更されたという事でありますので、これ法的には法律の条文的に

は変わってないと思いますけども使用内容等については、これは変更されているのかされ

ていないのか。 
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従前どおり、例えば選挙カーなら車自体の物というふうに理解をしていますが、そう言っ

たその使用内容について、該当する内容についての変更というのは、表記されているのかど

うかそのへんを確認させて下さい。 

○税務住民課長（石田 克君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

税務住民課長。 

○税務住民課長（石田 克君） 

今回の改正につきましては、単価の改定でありまして、その内容等につきましては変更あ

りません。以上です。 

○議長（星 正彦君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３６号は、総務文教委員会に付託したいと思います。

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第３６号は、総務文教委員会に付託することに決定しました。 

次に、議案第３７号について質疑ありませんか。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

宇田川議員。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

今回の改正内容の具体的な中身について、教えていただきたいと思います。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

お答えいたします。今回の改正内容につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法

律の一部改正により、育児休業の取得回数制限が緩和され、これまで原則１回までとされて

いた育児休業の取得が原則２回までに拡充されたことや、夫婦交代での育児休業の取得や

男性職員の育児休業の取得がしやすくなりました。 

本議案は、この育児休業法の改正に伴って、条例に委ねられている部分のうち主に非常勤
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職員の育児休業の取得要件等について、所要の改正を行ったものです。以上です。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

宇田川議員。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

現在の対象者等がおられれば、教えてください。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

現在の対象者につきましては、非常勤職員という形で本町に該当する職員は９８名いま

す。そのうち取得の可能性があるという非常勤職員は１名となっております。以上です。 

○議長（星 正彦君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３７号は、総務文教委員会に付託したいと思います。

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第３７号は、総務文教委員会に付託することに決定しました。 

次に進みます。日程第５ 議案第３８号及び日程第６ 議案第３９号の２件を一括して

議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（岡崎 邦博君） 

議長。 

○議長 星 正彦君 

 町長。 

○町長（岡崎 邦博君） 

日程第５ 議案第３８号及び日程第６ 議案第３９号の２件につきまして、一括して提

案説明を申し上げます。 

日程第５ 議案第３８号は、財産の取得であります。 

取得する財産は、業務用タブレット型端末等３６５台、取得価格は３，５９７万円。 

納期は令和５年３月２４日まで。 
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契約の相手方は株式会社ＢＣＣであります。 

次に、日程第６ 議案第３９号は、財産の取得であります。 

取得する財産は、封入封緘機 1台、取得価格は７１５万円。 

納期は令和４年１０月１２日まで。 

契約の相手方は、デュプロ株式会社であります。 

以上が日程第５ 議案第３８号及び日程第６ 議案第３９号の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（星 正彦君） 

これから質疑を行います。 

議案第３８号について、質疑ありませんか。 

○議員（１番 添田 政勝君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

添田議員。 

○議員（１番 添田 政勝君） 

現在使用しているタブレット端末ですけど、これがまだ購入、配付されて間もないのに、

なぜこんなに早く更新される必要があるのか教えてください。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

今回の端末購入につきましては、業務用端末、情報系の端末のリプレースの時期と重なっ

たことから、今回取得をするというふうな形になりました。以上です。 

○議員（１番 添田 政勝君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

添田議員。 

○議員（１番 添田 政勝君） 

メーカーと機種は、誰が決めているのですか。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

入れ替わった機種の内容についてですが、職員のタブレットにつきましては、文書の編集
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や閲覧、情報の検索等多岐に分かれることから、これまで同様マイクロソフト社のサービス

のほうを導入する事と決めております。 

なお、議会用のタブレットにつきましては、マイクロソフト社ではなくｉＰａｄアップル

社のｉＰａｄのほうを導入する事としておりますが、この分につきましては、電子会議等々

のアプリを使って、議案の閲覧等々を行うことが主な用途であることから、使いやすさで評

価があるという事で、町のほうで選択をさせていただきました。以上です。 

○議長（星 正彦君） 

ほかに質疑ありませんか。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

田中議員。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

まず現在、貸与されている我々が使用しているタブレット、それと新規購入予定のタブレ

ット、これの基本スペックの違というのは説明出来ますか。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

お答えいたします。現在の端末タブレットの方につきましては、スペックを各それぞれで

ご説明をさせていただきたいと思います。 

まず、現在お手元にある端末の方につきましては、メモリーが３ギガバイト、これが新し

い物になりますと８ギガバイトになります。 

それから、ディスクの容量につきましては、現在３２ギガバイト、これが議会用の方につ

きましては、１２８ギガバイト、職員については、２５６ギガバイト入れているというふう

な形です。 

あと 1 番大きく変わった所につきましては、現在のタブレットの方はディスプレーがや

や小さくて見づらいという所がございますので、この分が１２．９インチから１３インチに

大きく変わっているところが内容でございます。以上です。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

田中議員。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

ですから、これのディスプレーが何インチで、１２．９インチになるのは、この資料に書
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かれているので分かるのです。 

ですからそれをお答えいただきたい。分けですよ。それ分らないのだったら、分かります

か。さっき１３インチとか１２インチとか言っていましたけどそうじゃない。 

これのインチが知りたいのです。これのインチが幾つになるかっていう、だから基本スペ

ックの違いを説明してくれって言ったでしょ。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

申し訳ありません。現在の端末の画面サイズは１０．１、これが議会用は１２．９インチ、

職員用は１３インチになります。以上です。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

田中議員。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

ちょっと２回使いましたので、ちょっと一気に聞きますけどまず、予定日が示されていま

ね。納品時期。この時期だと３月議会に間に合いませんが我々は後、１２月と３月議会で、

本当にその新しいのが使えるのかどうか。 

そのへんは、どういうふうに判断していたら良いのでしょうか。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

お答えいたします。今おっしゃる通り、納期の方が３月ということで、現在の社会情勢を

考えますと３月２４日までと言う事でゆとりを持たせていただいております。 

今後、１２月・３月議会という事で議会も開会されますが、その場合につきましては、今、

配付させていただいております端末の方をご利用していただければと考えております。 

以上です。 

○議員（８番 有働 徳仁君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

有働議員。 

○議員（８番 有働 徳仁君） 
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このタブレットですけど、職員用とか議員用とか言う事を個人的に調べたのですが、議員

用のｉＰａｄＰｒｏですけど、これ一流のデザイナーの方たちが使うようなかなり何と言

いますか僕らでは日頃使わないようなタブレットを購入しようとしていますが、もっとそ

のｉＰａｄＰｒｏじゃないで、もっとランクを落としてですね、価格もその分が落ちるので、

まずそのｉＰａｄＰｒｏ、この一流デザイナーが使うようなタブレットを選択したのかそ

れは、なぜなのか教えてください。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

ただですね、利用するスペックは、それなりのものをご用意させていただきましたが、活

用する内容につきましては、その都度アプリを導入していただいて活用するというふうな

形ですし、現在のスペックの方から確かに増えてきている容量になっておりますので、かな

り作業も楽になるのではないだろうかと言う事で、議会の議員さんの皆さんにおかれまし

ても様々な作業をされると言う事を見据えまして、今回このスペックを用意させていただ

きました。以上です。 

○議員（８番 有働 徳仁君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

有働議員。 

○議員（８番 有働 徳仁君） 

これを見直すつもりはないのですか。同じスペックでも、ほかの機種でランクを下げれば

もっと沢山ありますよ。 

なぜそれを価格が高いｉＰａｄＰｒｏにしているのか僕には、分からなくて同じ内容で

もっとランク下げて同じメーカーとかｉＰｏｄとかでも色々ありますが、見直すつもりは

ありますか。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

今回の内容につきましては、もう一旦この形で仮契約をさせていただいておりますので、

このまま進めさせていただければと考えております。以上です。 

○議員（８番 有働 徳仁君） 

議長。 
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○議長（星 正彦君） 

有働議員。 

○議員（８番 有働 徳仁君） 

３回目になりますが、現状の皆さんが持っているタブレットをどうするのかというのと、

かなりの金額が掛ると思うので、個人的には、この今皆さんが持っているタブレットを今の

現状で売るなりして、その売れた分もこちらの方に回してくるという形をとったほうが良

いのではないかと思います。 

なぜかと言うと、これをずっと保管しておいたら、どんどんどんどん年月がたっていった

らほとんど売買する価格も落ちていくと思います。 

今後ですね、このタブレットをどうしていくのかちょっとお聞かせください。 

今現状持っている、タブレットを。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

お答えいたします。現在、配付させていただいております端末につきましては、継続して

活用することを考えております。 

新たに配付する端末のみで、運用に問題がないというような職員、議員の皆様がいらっし

ゃいましたら、その分につきましては、回収をさせていただきます。 

現時点で会計年度任用職員等々には、情報系の端末を配付しておりませんので、そちらの

方で活用させていただこうと考えております。以上です。 

○議長（星 正彦君） 

ほかに質疑はありませんか。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

宇田川議員。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

ちょっと同じような事を聞こうと思っていたのですが、議員の部分については、それで良

いでしょうが職員が使っているタブレットありますよね。 

それも新しく入れ替わるわけで、そんな何百台も会計年度任用職員がいる訳ではありま

せんしその後どうされるのでしょうか。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 
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総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

まず、今現在活用しておりますタブレットにつきましては、臨時交付金の方での財源で購

入をした端末になります。 

備品につきましては、最低５年の取得期間というのがございますので、その時点で、どう

いうふうに、やっていくかということは今後検討させていただければなというふうに考え

ております。以上です。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

宇田川議員。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

検討してもなかなかね、スペックというかそれ自体がどんどんどんどん古くなってもう

ただ同然みたいな感じになってくると思いますけども、それも含めて早めに提案する時点

で考えておくべきじゃないだろうかというふうに思うわけですが、後その議員の今持って

いる部分については、アプリを入れてある方もおられるでしょうし、色々中身的に、このま

ま、はい返しますっていう形には、ちょっとならないのじゃないだろうか。 

例えば中身を全部消すだとか、何か色んな事をちょっと作業しないといけない。 

部分も出てくると思うんです。 

その辺も、含めてちょっと考えていただきたいと思います。 

もう一度、答弁お願いします。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

総務課長。 

○総務課長（髙橋 奈美江君） 

お答えいたします。回収されましたタブレットにつきましては、初期化をしてアプリ等は

全て削除するような形で考えております。以上です。 

○議長（星 正彦君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３８号は、総務文教委員会に付託したいと思います。

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 
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よって議案第３８号は、総務文教委員会に付託することに決定しました。 

次に、議案第３９号について質疑ありませんか。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

宇田川議員。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

封入封緘機の事ですけども、これまではどうされてあったのか、全部職員が手折して、入

れていたという形だったのか、それとも一部は、どこかの業者にお願いをしてという形だっ

たのか、そういうのも含めて現状どうなっているのか教えてください。 

○政策推進課長（柴田 隆臣君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

政策推進課長。 

○政策推進課長（柴田 隆臣君） 

お答えをいたします。現状でございますが、ふるさと納税に限っての話でいけば、全て手

作業で折っております。 

それからこの機械には、汎用性がございまして国保それから税の納付書等にも使えるよ

うな汎用性の高い機械になっております。 

現状につきましては、全て職員が手折りで封入を行っている所でございます。 

以上でございます。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

宇田川議員。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

どこまでの部分で活用されるのか。なんて言いますか全てその税の納付書だとか、何かの

お知らせだとか、もう色んな事に出来る訳ですけれども、それ全てこれで行うという事にな

るのでしょうか。 

そうすれば、もの凄く職員の負担というのも減るだろうとは思いますけれども、ただ１台

がですね、私これ調べましたけど値段が分かりませんでした。 

通常の値段が書いていなかった。ちょっと 1台７５６万円というのは、もしあれでもう少

し低いならね、２台あったほうが使い勝手があるのじゃないだろうかというふうに思うわ

けですし、それぞれ何枚を入れられるかという段階的な物があると思いますけども、それに

ついては、今回購入される中身についてもう一度お願いします。 

○政策推進課長（柴田 隆臣君） 
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 議長。 

○議長（星 正彦君） 

政策推進課長。 

○政策推進課長（柴田 隆臣君） 

お答えをいたします。ふるさと納税のお話でございますが具体的に今現在で、お 1人の寄

附者に対しましてお礼状、それからワンストップの特例申請書、それから寄附の受領証明書、

その他お知らせと言う事で最大で４枚の文書を一つの封筒に入れて郵送を行っております。 

今回、機械を導入する事によりまして今現在導入しております、ふるさと納税用のシステ

ムこれは名前、住所等々を管理したシステムがございますが、それと連動いたしまして最高

で４枚の紙をこの封入封緘機はセットする事が出来るようになっております。 

そしてシステムから打ち出される書類等々につきましては全てバーコード管理で、管理

される事となっておりまして、個人で例えば、２枚しか必要のない方、３枚しか必要のない

方、４枚必要な方がいらっしゃいますがそれは全てバーコードで管理し誤封入が発生した

場合は、その機械がストップするというような機能を搭載した機械でございます。 

以上でございます。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

宇田川議員。 

○議員（４番 宇田川 亮君） 

いやいろんな課があって、そのふるさと納税の部分だけじゃなくて、いろんな課がいろん

な方に送ったり、例えばアンケートだとかも含めてです。 

いろんな使い勝手があるわけで、それ全体がこの１台で出来るのかどうか。 

というのも含めて、どこまでの庁舎全体で全部それを補えるものなのかどうなのかって

いうのをお聞きしたい。 

どこの課で主に使うとか全体で全部使いますよと言う事なのか教えてください。 

○政策推進課長（柴田 隆臣君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

政策推進課長。 

○政策推進課長（柴田 隆臣君） 

お答えをいたします。今回主にふるさと納税として使用するということで財源につきま

しては、ふるさと納税寄附金を充当すると言う事で政策の方で予算を計上させていただい

ておりますけれども使用につきましては、全課に案内文書であったり納付書であったり保

健所の送付であったりと、そういったものに全てに使えるようになっております。 

以上でございます。 
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○議長（星 正彦君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第３９号は、総務文教委員会に付託したいと思います。

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第３９号は、総務文教委員会に付託することに決定しました。 

これより委員会審査のためしばらく休憩します。 

休憩 午後 １時２８分 

再開 午後 ２時２３分 

○議長（星 正彦君） 

会議を再開します。 

日程第３ 議案第３６号から日程第６ 議案第３９号までの４件を一括して議題としま

す。 

本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。 

○総務文教委員長（篠原 哲哉君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

篠原総務文教委員長。 

○総務文教委員長（篠原 哲哉君） 

総務文教委員会の議案審査報告をいたします。 

議案第３６号 鞍手町議会議員及び、長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例 

議案第３７号 鞍手町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第３８号 財産の取得 

議案第３９号 財産の取得 

本委員会は、本日付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべきものと

決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。 

○議長（星 正彦君） 

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

議案第３６号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、議案第３７号について質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、議案第３８号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、議案第３９号について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

議案第３６号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

次に、議案第３７号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

次に議案第３８号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

（「なし」の声あり） 

次に、議案第３９号について討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。 

議案第３６号 鞍手町議会議員及び、長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例を採決します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」多数） 

挙手多数です。 

よって議案第３６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第３７号 鞍手町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採

決します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」多数） 

挙手多数です。 
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よって議案第３７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第３８号 財産の取得を採決します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」多数） 

挙手多数多数です。 

よって議案第３８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第３９号 財産の取得を採決します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」多数） 

挙手多数です。 

よって議案第３９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

これをもって令和４年第４回臨時会を閉会します。 

 

 

 

閉会 午後 ２時２８分 
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